
緊急事態宣言の延長を踏まえた 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防 

及び健康管理について 

（厚生労働省） 

 

この度、２月２日の緊急事態宣言の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針」が改正されたことにより、「職場への出勤等」の規定に「感染防止のための取組等を働

きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促

す」などが追記されました。 

 

これにより、厚生労働省は、事業場において感染拡大防止に向けて特に留意すべき事項となる

「取組の５つのポイント」の取り組み状況の確認を事業主に働きかけることと共に、各都道府県労

働局に設置した「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を新たに設置

し、事業主及び労働者からの相談等への対応を行うことといたしました。 

 

事業主の皆様におかれましては、各事業場における取組の５つのポイントを確認いただき、感染

対策にご不明点等がありましたら、同相談コーナーをご活用ください。 

 

 

○厚生労働省から日本商工会議所への協力依頼書 

○協力依頼書本文 

○「取組の５つのポイント」に関するリーフレット 

○「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」に関するリーフレット 

○各労使団体宛２月１２日付職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防対策及び健康管

理について 

○厚生労働省報道発表資料 

 

https://file.jocci.jp/20210216_forjcci_head.pdf
https://file.jocci.jp/20210216_forjcci_honbun.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000736900.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000736901.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000738345.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000738345.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16543.html

